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山　　形　　県　　公　　報 号外(17)平成21年４月１日（水曜日）

平成21年４月１日（水）

 

号　　外（17）

教育委員会関係

規　　則

　○教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任し又は専決させる規則の一部を改正する規則………１

　○山形県教育委員会職員被服貸与規程の一部を改正する規則………………………………………………………同

　○山形県教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則…………………………………………………………２

　○教育機関の組織及び運営に関する規則の一部を改正する規則……………………………………………………３

　○山形県立高等学校管理運営規則の一部を改正する規則……………………………………………………………６

　○特別支援学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則……………………………………………………７

訓　　令

　○山形県教育委員会文書管理規程の一部を改正する訓令……………………………………………………………同

　○山形県教育委員会職員の人事に関する手続規程の一部を改正する訓令…………………………………………８

告　　示

　○昭和33年５月県教育委員会告示第11号（勤務評定書の様式）の一部改正………………………………………10

  教育委員会関係  

規　　　　　則

　教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任し又は専決させる規則の一部を改正する規則をここに公布

する。

　　平成21年４月１日

山 形 県 教 育 委 員 会　　　　　　　

委 員 長　　長　　　南　　　博　　　昭

山形県教育委員会規則第12号

　　　教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任し又は専決させる規則の一部を改正する規則

　教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任し又は専決させる規則（昭和31年11月県教育委員会規則第

12号）の一部を次のように改正する。

　第２条第13号中「決定」を「決定並びに免許状の有効期間の更新及び延長等」に改める。

　第４条第１項第１号中「、世界遺産推進監」を削り、同項第３号中「決定」を「決定並びに免許状の有効期間の

更新及び延長等」に改める。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　山形県教育委員会職員被服貸与規程の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成21年４月１日

山 形 県 教 育 委 員 会　　　　　　　

委 員 長　　長　　　南　　　博　　　昭

（毎週火・金曜日発行）
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山形県教育委員会規則第13号

　　　山形県教育委員会職員被服貸与規程の一部を改正する規則

　山形県教育委員会職員被服貸与規程（昭和38年５月県教育委員会規則第11号）の一部を次のように改正する。

　　　　「　　　　　　　　　　　「

　別表中　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　」

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　山形県教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成21年４月１日

山 形 県 教 育 委 員 会　　　　　　　

委 員 長　　長　　　南　　　博　　　昭

山形県教育委員会規則第14号

　　　山形県教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則

　山形県教育委員会事務局組織規則（昭和40年４月県教育委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。

　第４条第１項の表教育やまがた振興課の項中「生涯学習担当、社会教育担当」を「生涯学習・社会教育担当、社

　　　　　　　　　　　　　　　「

会教育施設担当」に改め、同表中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同表福利課の項中「、施設担当」を削る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　第５条第１項第16号中「総括」を「他部局との連絡」に改める。

　第６条第６号中「、博物館」を削り、同条第10号中「義務教育課」を「文化財保護推進課、義務教育課」に改め、

同条第12号中「、県青少年教育施設及び県立博物館」を「及び県青少年教育施設」に改める。

　第６条の２の見出し及び同条中「文化遺産課」を「文化財保護推進課」に改め、同条第１号中「世界遺産の登録

に向けた施策の推進」を「最上川の文化的景観」に改め、同条に次の３号を加える。

　(5) 博物館の運営指導に関すること

　(6) 県立博物館に関すること。

　(7) 文化財関係及び博物館関係の公益法人及び公益信託に関すること。

　第11条第11号中「学校における食育」を「食育の推進」に改める。

　第17条中「、教育次長及び世界遺産推進監」を「及び教育次長」に改める。

　第18条第３項中「社会教育主事補」を「社会教育主事補、文化財調査研究員」に改める。

　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　第19条の表中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

青年の家

朝日少年自然の家

金峰少年自然の家

飯豊少年自然の家

神室少年自然の家

青年の家

海浜青年の家

朝日少年自然の家

金峰少年自然の家

飯豊少年自然の家

神室少年自然の家

世界遺産推進担当、文化財保護担

当

文化遺産課

最上川文化的景観担当、文化財保

護担当

文化財保護推進課

教育長を補佐し、所属の職員を指

揮監督する。

教育次長

教育長の命を受けて世界遺産に関

する事務を掌理する。

教世界遺産推進監

教育長を補佐し、所属の職員を指

揮監督する。

教育次長

上司の命を受けて担当事務を処理

する。

主査
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「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　教育機関の組織及び運営に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成21年４月１日

山 形 県 教 育 委 員 会　　　　　　　

委 員 長　　長　　　南　　　博　　　昭

山形県教育委員会規則第15号

　　　教育機関の組織及び運営に関する規則の一部を改正する規則

　教育機関の組織及び運営に関する規則（昭和41年４月県教育委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。

　第28条中「第25号」を「第25号。以下この章及び第９章において「条例」という。」に、「同条例」を「条例」に

　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

改め、同条の表中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

める。

　第29条各号を次のように改める。

　(1) 青少年の課題に関する調査研究、相談及び支援に関すること。

　(2) 青少年の研修のための便宜の供与及び指導助言に関すること。

　(3) その他青年の家の運営について必要な事項に関すること。

　第30条第２項を削る。

　第32条を次のように改める。　

　（利用の許可の申請等）

第32条　条例第５条第１項の規定により青年の家の利用の許可を受けようとする者は、山形県青少年教育施設利用

許可申請書（別記様式第１号）を所長に提出しなければならない。

２　所長は、前項の許可をしたときは、山形県青少年教育施設利用許可書（別記様式第２号）を申請者に交付する

ものとする。

　第33条の２第１項及び同項各号を削り、同条第２項中「山形県青少年教育施設条例第６条」を「条例第９条」と

し、同項を同条とする。　

　第33条の３中「（前条第１項に規定する者を除く。）」を削り、「別記様式第１号」を「別記様式第３号」に改め

る。

　第47条中「別記様式第２号」を「別記様式第４号」に改める。

　第53条中「別記様式第３号」を「別記様式第５号」に改める。

　第57条中「山形県青少年教育施設条例」を「条例」に改め、「同条例」を「条例」に改める。

　第58条各号を次のように改める。

　(1) 青少年及び青少年の指導者の団体宿泊訓練、研修及び野外活動等の事業の実施に関すること。

　(2) 青少年及び青少年の指導者の団体宿泊訓練、研修及び野外活動等のための便宜の供与及び指導助言に関する

こと。

　(3) 青少年の研修のための調査研究、相談及び支援に関すること。

　(4) その他少年自然の家の運営について必要な事項に関すること。

　第59条の次に次の１条を加える。

　（分館）

第59条の２　条例により置かれた山形県金峰少年自然の家の分館の名称及び位置は、条例の定めるところにより次

のとおりである。

上司の命を受けて担当事務を処理

する。

主査

上司の命を受けて文化財の調査研

究業務に従事する。

文化財調査研究員

天童市山形県青年の家

飽海郡遊佐町山形県海浜青年の家

天童市山形県青年の家
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　第60条第１号中「少年」を「青少年」に改め、同条第２号中「少年」を「社会」に改める。

　第61条を次のように改める。

　（利用の許可の申請等）

第61条　条例第５条第１項の規定により少年自然の家の利用の許可を受けようとする者は、山形県青少年教育施設

利用許可申請書（別記様式第１号）を所長に提出しなければならない。

２　所長は、前項の許可をしたときは、山形県青少年教育施設利用許可書（別記様式第２号）を申請者に交付する

ものとする。

　　　　　　　「

　第64条の表中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　別記様式第３号を別記様式第５号とし、別記様式第２号乙を別記様式第４号乙とし、別記様式第２号甲を別記様

式第４号甲とし、別記様式第１号中

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同様式を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　別記様式第３号とし、附則の次に次の２様式を加える。

位　置名　称

飽海郡遊佐町山形県金峰少年自然の家海浜自然の家

上司の命を受けて分館の事務

を掌理する。
博物館の分館分館長

上司の命を受けて分館の事務

を掌理する。
博物館の分館

分館長
上司の命を受けて分館の研修

業務を掌理する。

少年自然の家の

分館

　　　　　　　　　　　　　　　　人

学齢に達しない者　　　　　　　　人

小学校の児童（準ずる者を含む）　人

中学校の生徒（準ずる者を含む）　人

高等学校の生徒（準ずる者を含む）人

社会教育関係者　　　　　　　　　人

その他の者　　　　　　　　　　　人
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　様式第１号

山形県青少年教育施設利用許可申請書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所長　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所（所在地）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　団体名　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名（代表者名）

　下記のとおり利用したいので申請します。

　年間、複数回利用する場合は、１回ごとに利用許可申請書を提出すること。

利 用 目 的

 (研修内容)

役職名　　　　　  　　　　　　　　  氏名

住所〒

電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ

引 率 代 表 者

氏      　 名

及 び 連 絡 先

年 　月 　日（ 　）   時　　分～      年　 月　 日（　 ）　　時　　分第 １ 希 望

利
用
期
間

年 　月 　日（ 　）   時　　分～      年　 月　 日（　 ）　　時　　分第 ２ 希 望

年 　月 　日（ 　）   時　　分～      年　 月　 日（　 ）　　時　　分第 ３ 希 望

※室名、施設名等及び利用希望時間等を記入
利
用
施
設

社 会 教 育

関 係 者
計その他

引率者

指導者
大学生高校生中学生小学生幼　児

利 用 者

区 分

１　該当

２　非該当

男

人
員 女

計

主
な
活
動
内
容
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様式第２号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山形県青少年教育施設利用許可書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　団体名　　

　　氏名(代表者名)　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山形県  　  　　　　　　　　　所長　　　 　　   印

　下記のとおり許可します。

記

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　山形県立高等学校管理運営規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成21年４月１日

山 形 県 教 育 委 員 会　　　　　　　

委 員 長　　長　　　南　　　博　　　昭

山形県教育委員会規則第16号

　　　山形県立高等学校管理運営規則の一部を改正する規則

　山形県立高等学校管理運営規則（昭和41年４月県教育委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。

　第20条第２項中「助教諭」を「副校長、助教諭」に改め、「、事務部次長（補佐）」を削り、「栄養士」を「栄養

士、副主任栄養士」に改める。

　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　第21条の表中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

年　　月　　　日（　　）　　時　　分～　　　年　　月　　日（　　）　　時　　分利 用 期 間

利 用 施 設

利 用 目 的

(研修内容)

備　 考

事務部長を補佐し、庶務及び会計事

務を処理する。

事務部次長（補佐）

事務部次長

事務部長を補佐し、庶務及び会計事務を処理する。事務部次長

栄養に関する業務に従事する。栄養士

栄養に関する業務に従事する。栄養士

栄養に関する担当業務に従事する。副主任栄養士
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　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　特別支援学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成21年４月１日

山 形 県 教 育 委 員 会　　　　　　　

委 員 長　　長　　　南　　　博　　　昭

山形県教育委員会規則第17号

　　　特別支援学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則

　特別支援学校の管理運営に関する規則（昭和41年４月県教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。

　第３条２項中「事務部次長（補佐）、」を削る。

　第４条の表中

「　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、「第５条の３」を「第７

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

条」に改める。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

訓　　　　　令

山形県教育委員会訓令第４号

庁　　　　　中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教　育　機　関

　山形県教育委員会文書管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

　　平成21年４月１日

山 形 県 教 育 委 員 会　　　　　　　

委 員 長　　長　　　南　　　博　　　昭

　　　山形県教育委員会文書管理規程の一部を改正する訓令

　山形県教育委員会文書管理規程（昭和42年４月県教育委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。

　　　　　　　　　　　　　　 「

　別表第２号(1)本庁の項の表中　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 「

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同表(3)教育機関の項の表中　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　附　則

　この訓令は、公布の日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事務部長を補佐し、庶務及び会計事務を処理する。

事務部次長（補佐）

事務部次長

事務部長を補佐し、庶務及び会計事務を処理する。事務部次長

文遺文化遺産課

文推文化財保護推進課

山青山形県青年の家

海青山形県海浜青年の家

山青山形県青年の家
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山形県教育委員会訓令第５号

庁　　　　　　　　　　　中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育機関（県立学校を除く）

　山形県教育委員会職員の人事に関する手続規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

　　平成21年４月１日

山 形 県 教 育 委 員 会　　　　　　　

委 員 長　　長　　　南　　　博　　　昭

　　　山形県教育委員会職員の人事に関する手続規程の一部を改正する訓令

　山形県教育委員会職員の人事に関する手続規程（昭和51年10月県教育委員会訓令第７号）の一部を次のように改

正する。

　第７条第３項中「、教育次長及び世界遺産推進監」を「及び教育次長」に改める。

　　　　　　「

　別表第１中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　　　　　　　「

　別記様式第５号中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

山形県青年の家

山形県立博物館

山形県金峰少年自然の家

山形県神室少年自然の家

山形県立図書館

山形県海浜青年の家

山形県朝日少年自然の家

山形県飯豊少年自然の家

教育やまが

た振興課長

山形県青年の家

山形県金峰少年自然の家

山形県神室少年自然の家

山形県立図書館

山形県朝日少年自然の家

山形県飯豊少年自然の家

教育やまが

た振興課長

山形県立博物館
文化財保護

推進課長

山形県教育委員会（身分）に任命する

（任期は○年○月○日までとする）

（職名）を命ずる

（給料表名）○級に決定する

○号給を給する

山形県教育委員会（身分）に任命する

（地方公共団体の一般職の任期付職員の採

用に関する法律第３条第１項、地方公共団

体の一般職の任期付職員の採用に関する法

律第３条第２項、地方公務員の育児休業等

に関する法律第６条第１項第１号）

（任期は○年○月○日までとする）

（職名）を命ずる

（給料表名）○級に決定する

○号給を給する

山形県教育委員会（身分）に任命する

（地方公務員の育児休業等に関する法律第

18条第１項）

任期は○年○月○日までとする

（職名）を命ずる

週○時間勤務とする

（給料表名）○級に決定する

○号給を給する
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「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　附　則

　この訓令は、公布の日から施行する。

山形県教育委員会（身分）に任命する

（地方公務員の育児休業等に関する法律第

18条第１項）

任期は○年○月○日までとする

（職名）を命ずる

週○時間○分勤務とする

（給料表名）○級に決定する

○号給を給する

育児短時間勤務を承認する

週○時間勤務とする

期間は○年○月○日から

○年○月○日までとする

育児短時間勤務を承認する

週○時間○分勤務とする

期間は○年○月○日から

○年○月○日までとする

育児短時間勤務の承認を取り消し、○年○

月○日付けで請求のあつた育児短時間勤務

を承認する

週○時間勤務とする

期間は○年○月○日から○年○月○日まで

とする

育児短時間勤務の承認を取り消し、○年○

月○日付けで請求のあつた育児短時間勤務

を承認する

週○時間○分勤務とする

期間は○年○月○日から○年○月○日まで

とする

山形県教育委員会（身分）に再任用する

任期は○年○月○日までとする

短時間勤務とする（週○時間勤務）

（給料表名）○級に決定する

給料月額○円を給する

山形県教育委員会（身分）に再任用する

任期は○年○月○日までとする

短時間勤務とする（週○時間○分勤務）

（給料表名）○級に決定する

給料月額○円を給する

user
ノート
平成２１年６月３０日付け第２０５５号７９０頁に正誤あり

user
ノート
平成２１年６月３０日付け第２０５５号７９０頁に正誤あり
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告　　　　　示

山形県教育委員会告示第５号

　昭和33年５月県教育委員会告示第11号（勤務評定書の様式）の一部を次のように改正する。

　　平成21年４月１日

山 形 県 教 育 委 員 会　　　　　　　

委 員 長　　長　　　南　　　博　　　昭

　　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　表中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　様式第２号の１中「教頭」を「副校長、教頭」に改める

　様式第２号の２中「教諭」を「主幹教諭、教諭」に改める。

教頭・教諭・助教諭・講師

教頭・教諭・助教諭・講師教頭・教諭・助教諭・講師

副校長・教頭・教諭・助教

諭・講師

教頭・主幹教諭・教諭・助

教諭・講師
教頭・教諭・助教諭・講師

電話　 山形(631)2057   (631)2056
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